
１　件名 西谷浄水場再整備事業等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託

２　委託内容 西谷浄水場再整備事業等に伴う各施設整備のコンストラクション・マネジメント業務

３　契約の相手方 東京設計事務所・建設技術研究所共同企業体

４　契約金額 479,998,640円

５　契約日

６　評価結果 次表のとおり

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先
　　横浜市水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課
　　電話:045-337-0870
　　ＦＡＸ:045-337-0861

東京設計事務所・建設技術研究所共同企業体

（運用基準　第３号様式）
令和3年8月17日

水道局西谷浄水場再整備推進室再整備推進課

「西谷浄水場再整備事業等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託」契約結果

　 西谷浄水場再整備事業等に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託について、公募型プロポーザル方式
で受託候補者の選定を実施した結果、次のとおり受託者を決定しました。

評価点数 順位

令和3年8月16日

　　 　(ｱ)　評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト並びに評価基準の確認（プロポーザル実施取扱要綱第15条３項）

  (1)　評価基準
　　 　別紙のとおり
  (2)　評価委員会の開催経過
　　　 第１回評価委員会（委員９人中９人出席、充足率100％）

提案者

756　点 1

　　 　(ｵ)　提案者の順位の決定（プロポーザル実施取扱要綱第15条５項）

　　 　(ｲ)　提案者へのヒアリング
　　 　(ｳ)　各評価委員による各提案者の採点（プロポーザル実施取扱要綱第15条２項、３項）
　　 　(ｴ)　採点結果の確認（プロポーザル実施取扱要綱第15条４項）

　　 ア　開催日時
　　　　 令和３年６月29日（火） 13時00分から14時45分まで
　　 イ　開催場所
　　 　　横浜市庁舎20階　大会議室
　　 ウ　実施内容
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提 案 書 評 価 基 準 

表－１ 基本的な評価事項 

評価項目 配点 評価 
加重

倍率 

評

価

点 

評価の着眼点 

１ 提案内容に関する評価（様式２、３） 

 

① 業務の実施方針 ５  ×２  

本委託の目的や業務内容、各施設整備の内

容が的確に理解された実施方針になっている

か。 

② スケジュール管理方針 

の提案 
５  ×３  

水道局が全体及び各施設整備におけるスケ

ジュール管理を行う上で、効果的な支援にな

っているか。 

③ 品質管理方針の提案 ５  ×３  
水道局が求める性能や品質を確保するため

に、効果的な支援になっているか。 

④ コスト管理方針の提案 ５  ×３  
水道局がコスト管理を行う上で、効果的な

支援になっているか。 

２ 当該業務の実施体制に関する評価（様式４～７） 

 

① 業務の進め方、実施体制 ５  ×３  

水道局が全体及び各施設整備を確実に行う

上で、効果的な支援ができる業務の進め方、

実施体制となっているか。 

② 配置予定者の業務実績 

 

責任者 ５  ×１  
管理技術者が水道施設に係る発注支援業務

の実績を有しているか。 

担当者 ５  ×１  
担当技術者が浄水場の設計又は工事監理等

の実績を有しているか。 

③ 配置予定者の資格 

 責任者 ５  ×２  
管理技術者がマネジメントに関する資格を

有しているか。 

 担当者 ５  ×１  
担当技術者がマネジメントに関する資格を

有しているか。 

３ 企業としての取組に関する評価（様式８） 

 

① 次世代育成支援対策推進

法に基づく一般事業主行

動計画の策定 

１  ×１  

左記計画を策定し、労働局に届出ている

か。（特定共同企業体の場合、構成員のう

ち、いずれか１者が評価の対象となる。） 

② 女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律

に基づく一般事業主行動

計画の策定 

１  ×１  

左記計画を策定し、労働局に届出ている

か。（特定共同企業体の場合、構成員のう

ち、いずれか１者が評価の対象となる。） 

③ 次世代育成支援対策推進

法に基づく認定（くるみ

んマーク、プラチナくる

みんマーク）、女性の職業

生活における活躍の推進

に関する法律に基づく認

１  ×１  

左記認定のいずれか１つ以上を取得してい

るか。（特定共同企業体の場合、構成員のう

ち、いずれか１者が評価の対象となる。） 

01182079
テキストボックス
別紙
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定（えるぼし、プラチナ

えるぼし）、または、若者

雇用促進法に基づく認定

（ユースエール） 

④ よこはまグッドバランス

賞の認定 
１  ×１  

左記認定を取得しているか。（特定共同企

業体の場合、構成員のうち、いずれか１者が

評価の対象となる。） 

⑤ 障害者雇用に関する取組 １  ×１  

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

35 年法律第 123 号）に基づく法定雇用率

2.2％を達成しているか。（特定共同企業体の

場合、構成員のうち、いずれか１者が評価の

対象となる。） 

⑥ 健康経営に関する取組 １  ×１  

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模

法人・中小規模法人）の取得、又は、横浜健

康経営認証のクラスＡＡＡ若しくはクラスＡ

Ａの認証を取得しているか。（特定共同企業

体の場合、構成員のうち、いずれか１者が評

価の対象となる。） 

  

４ ヒアリングに関する評価 

 

① 取組意欲 ５  ×１  会社、配置予定者の取組意欲はあるか。 

② 理解度・専門技術力 ５  ×１  
業務内容を理解し、専門技術を生かした、

的確な提案となっているか。 

③ 実現性 ５  ×１  実現性のある提案となっているか。 

合 計 点   

【評価方法】 

(1) 各評価項目について、ＡＢＣの３段階評価をする。 

(2) 評価はＡを５点、Ｂを３点、Ｃを０点とする。（ただし、３ 企業としての取組に関する評価につい

ては、Ａを１点、Ｃを０点とする。） 

(3) 加重倍率に記載のある項目は、点数を倍にして評価点とする。 

(4) 各評価委員の評価点の合計が最も高かった提案者を受託候補者として特定する。 

(5) 最も高い評価を得た提案者が同点で複数あった場合は、重要な項目（得点を２倍・３倍する項目）

について、加重倍率を乗じずに得点のみを集計したとき、得点の高い提案を受託候補案として特定

する。 

それでもなお、同点の場合は抽選とし、方法は次のとおりとする。 

後日、評価委員会を開催し、その委員会上でくじ引きを行い、受託候補者を特定する。 

この場合において、該当する提案者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該プ

ロポーザルに関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 
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評価の視点 

表－２ 評価の視点 

評価項目 評価の着眼点 
評価 

Ａ Ｂ Ｃ 

１－① 

業務の実施方針 

本委託の目的や

業務内容、各施設

整備の内容が的確

に理解された実施

方針になっている

か。 

本委託の目的や業

務内容、各施設整備

の理解度が高い実施

方針である。 

ＡＣ以外 

本委託の目的や

業務内容、各施設整

備の理解度が低い

実施方針である。 

１－② 

スケジュール管理

方針の提案 

水道局が全体及

び各施設整備にお

けるスケジュール

管理を行う上で、

効果的な支援にな

っているか。 

各施設整備の内容

を理解した上で、独

自の技術やノウハウ

を生かした効果的な

支援となるスケジュ

ール管理方針の提案

である。 

ＡＣ以外 

各施設整備の内

容の理解度が低く、

独自の技術やノウ

ハウを生かしたス

ケジュール管理方

針の提案がみられ

ない。 

１－③ 

品質管理方針の提

案 

水道局が求める

性能や品質を確保

するために、効果

的な支援になって

いるか。 

各施設整備の内容

を理解した上で、独

自の技術やノウハウ

を生かした効果的な

支援となる品質管理

方針の提案である。 

ＡＣ以外 

各施設整備の内

容の理解度が低く、

独自の技術やノウ

ハウを生かした品

質管理方針の提案

がみられない。 

１－④ 

コスト管理方針の

提案 

水道局がコスト

管理を行う上で、

効果的な支援にな

っているか。 

設計及び施工段階

において、独自の技

術やノウハウを生か

した効果的な支援と

なるコスト管理方針

の提案である。 

ＡＣ以外 

設計及び施工段

階において、独自の

技術やノウハウを

生かしたコスト管

理方針の提案がみ

られない。 

２－① 

業務の進め方、実施

体制 

水道局が全体及

び各施設整備を確

実に行う上で、効

果的な支援ができ

る業務の進め方、

実施体制となって

いるか。 

業務進捗等（通常

時・繫忙期）に応じた

業務の進め方や後方

支援を含めた体制が

十分に整っている。 

ＡＣ以外 

業務進捗等（通常

時・繁忙期）に応じ

た業務の進め方及

び体制が十分では

ない。 

２－② 

配置予

定者の

業務実

績 

責任者 

管理技術者が水

道施設に係る発注

支援業務の実績を

有しているか。 

水道施設の設計及

び施工段階における

スケジュール管理、

品質管理又はコスト

管理を含む発注者支

援業務等に責任者又

は担当者として従事

 水道施設に係る発

注支援業務（ＰＦＩ、

ＤＢ、ＤＢＯに関わ

る要求水準作成等の

アドバイザリー）の

実績を有している。 

ＡＢ以外 



 

4 
 

した実績を有してい

る。 

担当者 

担当技術者が浄

水場の設計又は工

事監理等の実績を

有しているか。 

１つの工事（新設、

増設又は更新工事に

限る。）において、次

の施設を２つ以上含

む設計業務（基本設

計又は詳細設計）又

は工事監理等につい

て、責任者又は担当

者として履行した実

績を有している。 

次の施設とは、浄

水場の沈でん池、急

速ろ過池、粒状活性

炭接触池、汚泥脱水

設備をいう。 

― 
Ａの実績を有し

ていない。 

２－③ 

配置予

定者の

資格 

責任者 

管理技術者がマ

ネジメントに関す

る資格を有してい

るか。 

管理技術者が、技

術士の総合技術監理

部門「建設部門」、技

術士の総合技術監理

部門「上下水道部門」

又はＣＣＭＪ（認定

コンストラクショ

ン・マネージャー）の

いずれかの資格を有

している。 

― 
Ａの資格を有し

ていない。 

担当者 

担当技術者がマ

ネジメントに関す

る資格を有してい

るか。 

担当技術者が、技

術士の総合技術監理

部門「上下水道部門」

の資格を有してい

る。 

― 
Ａの資格を有し

ていない。 

３－① 

次世代育成支援対

策推進法に基づく

一般事業主行動計

画の策定 

左記計画を策定

し、労働局に届出

ているか。（特定共

同企業体の場合、

構成員のうち、い

ずれか１者が評価

の対象となる。） 

【単体企業の場合】 

左記計画を策定

し、労働局に届出て

いる。（従業員 101 人

未満の場合のみ加

算） 

【特定共同企業体の

場合】 

従業員 101 人未満

の構成員のうちいず

― 

【単体企業の場合】 

左記計画を策定

していない、また

は、策定しているが

従業員 101 人以上 

【特定共同企業体

の場合】 

全ての構成員が

左記計画を策定し

ていない、または、
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れか１者が左記計画

を策定し、労働局に

届出ている。 

策定しているが従

業員 101 人以上 

３－② 

女性の職業生活に

おける活躍の推進

に関する法律に基

づく一般事業主行

動計画の策定 

左記計画を策定

し、労働局に届出

ているか。（特定共

同企業体の場合、

構成員のうち、い

ずれか１者が評価

の対象となる。） 

【単体企業の場合】 

左記計画を策定

し、労働局に届出て

いる（従業員 301 人

未満の場合のみ加

算） 

【特定共同企業体の

場合】 

従業員 301 人未満

の構成員のうちいず

れか１者が左記計画

を策定し、労働局に

届出ている。 

― 

【単体企業の場合】 

左記計画を策定

していない、また

は、策定しているが

従業員 301 人以上 

【特定共同企業体

の場合】 

全ての構成員が

左記計画を策定し

ていない、または、

策定しているが従

業員 301 人以上 

３－③ 

次世代育成支援対

策推進法に基づく

認定（くるみんマー

ク、プラチナくるみ

んマーク）、女性の

職業生活における

活躍の推進に関す

る法律に基づく認

定（えるぼし、プラ

チナえるぼし）、ま

たは、若者雇用促進

法に基づく認定（ユ

ースエール） 

左記認定のいず

れか１つ以上を取

得しているか。（特

定共同企業体の場

合、構成員のうち、

いずれか１者が評

価の対象となる。） 

【単体企業の場合】 

左記認定のいずれ

か１つ以上を取得し

ている。 

【特定共同企業体の

場合】 

構成員のうちいず

れか１者が左記認定

のいずれか１つ以上

を取得している。 

― 

【単体企業の場合】 

左記認定のいず

れも取得していな

い。 

【特定共同企業体

の場合】 

全ての構成員が

左記認定のいずれ

か１つ以上を取得

していない。 

３－④ 

よこはまグッドバ

ランス賞の認定 

左記認定を取得

しているか。（特定

共同企業体の場

合、構成員のうち、

いずれか１者が評

価の対象となる。） 

【単体企業の場合】 

左記認定を取得し

ている。 

【特定共同企業体の

場合】 

構成員のうちいず

れか１者が左記認定

を取得している。 

― 

【単体企業の場合】 

左記認定を取得

していない。 

【特定共同企業体

の場合】 

全ての構成員が

左記認定を取得し

ていない。 

３－⑤ 

障害者雇用に関す

る取組 

障害者の雇用の

促進等に関する法

律（昭和 35 年法律

第 123 号）に基づ

く 法 定 雇 用 率

2.2％を達成して

いるか。（特定共同

【単体企業の場合】 

左記を達成してい

る（従業員 45.5 人以

上）、又は障害者を１

人以上雇用してい

る。（従業員 45.5 人

未満） 

― 

【単体企業の場合】 

左記を達成して

いない（従業員45.5

人以上）、又は障害

者を１人以上雇用

していない。（従業

員 45.5 人未満） 
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企業体の場合、構

成員のうち、いず

れか１者が評価の

対象となる。） 

【特定共同企業体の

場合】 

構成員のうちいず

れか１者が左記を達

成している（従業員

45.5 人以上）、又は障

害者を１人以上雇用

している。（従業員

45.5 人未満） 

【特定共同企業体

の場合】 

全て構成員が左

記を達成していな

い（従業員 45.5 人

以上）、又は障害者

を１人以上雇用し

ていない。（従業員

45.5 人未満） 

３－⑥ 

健康経営に関する

取組 

健康経営銘柄、

健康経営優良法人

（大規模法人・中

小規模法人）の取

得、又は、横浜健康

経営認証のクラス

ＡＡＡ若しくはク

ラスＡＡの認証を

取得しているか。

（特定共同企業体

の場合、構成員の

うち、いずれか１

者が評価の対象と

なる。） 

【単体企業の場合】 

左記認定のいずれ

か１つ以上を取得し

ている。 

【特定共同企業体の

場合】 

構成員のうちいず

れか１者が左記認定

のいずれか１つ以上

を取得している。 

― 

【単体企業の場合】 

左記認定のいず

れも取得していな

い。 

【特定共同企業体

の場合】 

全ての構成員が

左記認定のいずれ

か１つ以上を取得

していない。 

４ 

ヒ

ア

リ

ン

グ 

①取組意欲 

会社、配置予定

者の取組意欲はあ

るか。 

非常に意欲的であ

る。 
ＡＣ以外 

十分な意欲が感

じられない。 

②理解度・専

門技術力 

業務内容を理解

し、専門技術を生

かした、的確な提

案となっている

か。 

十分に理解された

的確な説明である。 
ＡＣ以外 

理解が乏しく、的

確な説明がみられ

ない。 

③実現性 

実現性のある提

案となっている

か。 

実現性の高い説明

である。 
ＡＣ以外 

実現性が低い説

明である。 
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